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基準

総則 

 路地状部分の取扱い 

法第40条、法第42条第１項、第43条、県条例第６条、第７条 

 

 

■ 路地状部分の長さと幅の関係（平15.10 [改正]平22.12 令５.４） 

県条例第６条及び第７条の規定による路地状部分の長さと幅のとり方については、下図により扱う。 
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